
第一種奨学金　貸与月額

■　第一種奨学金の貸与月額
（注意点）

１．自宅通学から自宅外通学の変更に伴い月額を増額変更する場合，「月額変更願（増額）」と併せて

　　自宅外通学である事実を確認できる証明書類を学校に提出してください。

２．給付奨学金又は授業料等減免の支援と併せて第一種奨学金を受ける場合，

　　併給調整として第一種奨学金の貸与月額が制限されます。併給調整後の貸与月額は学校に確認してください。

３．転・編入学で採用となった者の入学年度は，転・編入学先の学校に１年次から在学していたと仮定し，

 最短期間で奨学金申込時の年次に進級した場合の入学年度です。

４．自宅外通学の者は，自宅通学の月額も選択可能です。

５．最高月額不可で採用になった者は，最高月額欄の月額は選択できません。

　　自宅通学の最高月額も選択不可です。そのため，自宅外通学の者が自宅月額の最高月額欄を選択することはできません。

※奨学金申込時における生計維持者の年収を基に最高月額を選択可能と判定された者のみ選択可能です。

専門課程を置く専修学校
国公立 45,000円 51,000円 30,000円

私立 53,000円 60,000円 30,000円

高等専門学校
　（４・５年次）

国公立 45,000円 51,000円 30,000円

私立 53,000円 60,000円 30,000円

高等専門学校
　（１～３年次）

国公立 21,000円 22,500円 10,000円

私立 32,000円 35,000円 10,000円

大学通信教育（通年スクーリング） 54,000円 64,000円 30,000円

大学院
修士・博士前期課程及び専門職大学院の課程 88,000円 50,000円

博士・博士後期課程  122,000円 80,000円

短期大学
国公立 45,000円 51,000円 30,000円

私立 53,000円 60,000円 30,000円

大学
国公立 45,000円 51,000円 30,000円

私立 54,000円 64,000円 30,000円

対象者 上記以外の者の変更可能月額

区              分 自宅月額 自宅外月額 自宅・自宅外低月額

 30,000円

 20,000円  20,000円  20,000円  20,000円  20,000円  20,000円  20,000円  20,000円

 30,000円  30,000円  30,000円  30,000円  30,000円  30,000円

最高月額
以外の月

額

 50,000円  50,000円

 40,000円  40,000円  40,000円  40,000円  40,000円  40,000円

 30,000円

自宅外

最高月額
（※）

45,000円  51,000円 54,000円 64,000円 45,000円  51,000円 53,000円 60,000円

自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅

対象者
2018年度以降　新たに大学，短期大学，高等専門学校，専門課程を置く専修学校に入学する者の変更可能月額
※高等専門学校については4・5年生が対象

区分

大学
短期大学，専門課程を置く専修学校，

高等専門学校　（４・５年生）

国公立 私立 国公立 私立

自宅


